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特定事業者以外の事業者

温室効果ガスの排出の
抑 制 を 図 る た め の
基 本 方 針

従業員へ省エネ意識の向上によりCO2排出量の削減を図る。

温室効果ガスの排出の
抑 制 を 図 る た め の
推 進 体 制

朝礼後　機械・車両等の目視点検を毎日行う。

環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
ｼｽﾃﾑ名称

適用範囲
取得

年月日

計 画 期 間 2023 年度 2028

3

燃料及び熱 127

前年度の原油換算
ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量

県内登録の
自動車数

熊本県地球温暖化の防止に関する条例施行規則第５条第
１号該当特定事業者（大規模エネルギー使用事業者）

熊本県地球温暖化の防止に関する条例施行規則第５条第
２号該当特定事業者（自動車運送事業者）

事 業 概 要 総合建設業

該 当 す る 事 業 者 要 件

年度

温室効果ガスの排出の
抑制を図るため実施しよ
う と す る 措 置 の 内 容

【設備更新等】

【その他の措置】
　　休憩時間・外出時に照明を消灯する。
　　コピー用紙の両面コピー及び裏紙を使用する。
　　エアコンフィルター等を定期的に掃除する。

年　度　区　分

①排出量 135 130 127 93 74

住 所 ( 法 人 に あ っ て は 、
主たる事務所の所在地)

熊本県球磨郡錦町大字西１８８２ｰ１１

氏 名 ( 法 人 に あ っ て は 、
名称及び代表者の氏名)

代表取締役　稲葉　志郎

区　　　　　　　　　　　　分

126 123 89 71

電気 8 4 4 3

△ 100.0 △ 100.0 △ 100.0

②補完的手段によ
る削減量

削減率・増減率
(基準年度比)

△ 5.9 △ 31.4 △ 45.2

再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ

森林整備等

その他知事が認
めるもの

グリーン電力証書等

△ 100.0 △ 100.0

①－②
差引後排出量

135 130 127 93 74

△ 100.0△ 45.2
削減率・増減率
(基準年度比)

△ 5.9 △ 31.4

排　　出　　量

削減率・増減率
(基準年度比)

差引後排出量

削減率・増減率
(基準年度比)

原単位の考え方
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（2023）年度 （2024）年度 （　　）年度 （　　）年度 （　　）年度
基準年度

（2014）年度
前年度

（2022）年度
目標年度

（2028）年度

排出の状況及び目標 排出量等の実績
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